
内容につきましては、「令和6年度税制改正大綱」(令和5年12月14 日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な
概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が
制定される場合もありますのでご留意ください。 Copyright 2023 Yamada Zeikai All Rights Reserved.

禁 無断複写・転載2024年度 (令和6年度) 税制改正解説速 報

納税義務の免除・・・基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される（免税事業者）

納税義務の免除の特例・・・基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、一定の要件を満たす場合、消費税の納税義務が免除されない。

見直しが行われる特例 特例の概要 課題・問題点 改正案

特定期間における課税売上高による
納税義務の免除の特例

基準期間における課税売上高が1,000万円以下で
あっても特定期間（前年上半期）における次のいずれ
かが1,000万円超の場合は納税義務が免除されな
い。（課税事業者となる）
・国内における課税売上高
・給与（居住者分）の合計額

特定期間における課税売上高が1，000万円超、非居
住者への給与の支払額が1，000万円超の国外事業
者の場合、消費税の納税義務が免除される。

国外事業者は、特定期間における消費税の納税義務
の判定から給与支払額を除く。

新設法人に対する
納税義務の免除の特例

資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法
人は納税義務が免除されない。（課税事業者となる）
（基準期間がない課税期間が対象）

本国での設立後２年以上経過した外国法人が日本に
進出する場合、基準期間を有していることから、資本
金の額又は出資の金額が1，000万円以上であって
も消費税の納税義務が免除される。

外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内に
おける事業開始時における資本金の額又は出資の金
額により消費税の納税義務を判定する。

特定新規設立法人に対する
納税義務の免除の特例

国内の課税売上高が5億円超の法人等が設立した資

本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人
※

である場合は納税義務が免除されない。（課税事業者
となる）
（基準期間がない課税期間が対象）

国外の収入金額が判定から除かれているため、国外
で多額の収入を得ている大企業が設立した資本金の

額又は出資の金額が1,000万円未満の法人
※
であっ

ても消費税の納税義務が免除される。

国外分を含む収入金額が50億円を超える事業者が

設立した法人
※
は消費税の納税義務が免除されない。

※直接又は間接に支配する法人

国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用の見直し等

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景

（2）内容

国外事業者により、消費税の納税義務の免除（事業者免税点制度）の特例や簡易課税制度を利用した租税

回避が行われている状況を是正するため、国外事業者に係る次の制度について適用の見直しが行われる。

①消費税の納税義務の免除（事業者免税点制度）の特例の適用の見直し

①消費税の納税義務の免除の特例

②簡易課税制度等
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1．改正のポイント

国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用の見直し等

②簡易課税制度等の適用の見直し

国内に恒久的施設を有しない国外事業者は、国内における課税仕入れ等が一般的には想定されず、

みなし仕入率による仕入税額控除の適用が適切ではないため、課税期間の初日において恒久的施設を

有しない国外事業者は、次の制度の適用が認められなくなる。

・簡易課税制度
中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額に事業区分に応じて定められた

みなし仕入率（40～90％）を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除する制度

※消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用

・2割特例（適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置）
適格請求書（インボイス）制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった者について、仕入税額控

除の金額を、（事業区分に関わらず）売上税額の8割に相当する金額とすることができる制度（売上税額の2割を納付する制度）

※令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する各課税期間において適用

２．適用時期

３．影響

2024（令和6）年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。

国外事業者は消費税の納税義務の判定等について要件が加重されることから、国外事業者が日本進出す

る際等には留意する必要がある。

（2）内容


